
制度改正対応バージョンアップCAREKARTE／ちょうじゅ・クレヨン

2021年8月23日

２０２１年4月改正対応
8月バージョンアップ
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CAREKARTE／ちょうじゅ 8月バージョンアップ内容（目次）

P6

P7

P8～９

P10～12

P14

P5

P4

クリックで
サポートサイトFAQへ 2021年8月25日（水）バージョンアップ

P13

https://flds.force.com/supportfaq
https://fds-support.com/detail/?an=6903
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CAREKARTE／クレヨン 8月バージョンアップ内容（目次）

P15

クリックで
サポートサイトFAQへ 2021年8月25日（水）バージョンアップ

https://flds.force.com/supportfaq
https://fds-support.com/detail/?an=6903#anchor130
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２０２１年４月

改正対応
利用票提供票の一括印刷にて事業所でジョブをまとめない場合でも
表紙を付けられるように対応

対象サービス
居宅介護支援事業所
サービス提供事業所

印刷方向が「横方向へ印刷」の時、印刷ジョブ「事業所毎に印刷ジョブを纏める」
を選択していないと「事業所ごとの表紙を付ける」にチェックを入れることがで
きず印刷ができなかったため、事業所でジョブをまとめない場合でも表紙を付
けられるように対応します。

8-01

バージョンアップ前

バージョンアップ後

グレーアウト
していて

チェック不可

チェックをつけて
印刷が可能

※印刷ジョブは
「一帳票一ジョブで印刷する」
「提供票(別表)はジョブを纏める」
のどちらでも可 （※画面は開発中のものです。）
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２０２１年４月

改正対応 【総合事業】事業所マスタ＞単価マスタの表示速度を改善8-02

対象サービス
居宅介護支援事業所
総合事業サービス提供事業所

市区町村マスタにて多くの市区町村を選択している場合、
事業所マスタ＞単価マスタボタンをクリックしてから
単価マスタ一覧画面の表示までに
時間がかかっておりました。
御迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

事業所マスタの単価マスタボタンをクリックして単価マスタ一覧を表示するまでの速度を改善します。

業務用マスタメンテナンス＞市区町村マスタ 事業所マスタ＞単価マスタ

多くの都道府県、市区町村を
選択していると…

この画面の表示に
非常に時間がかかっていましたが、

表示速度を改善します。
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２０２１年４月

改正対応 個人請求画面で請求項目が多くなった場合でも表示されるように対応8-03

対象サービス 居宅介護支援事業所以外の全サービス

提供明細

請求する項目数が一定量を超えた時、個人請求書画面で一
部表示されない項目がありました。項目数が多い場合でも
表示されるように改善します。

表示可能なデータ量を
超えた分が
表示されない

40～50個以上
の請求項目がある場合

※金額は正常

個人請求書

バージョンアップ前の動作

バージョンアップ対応

画面の容量を拡張し、請求項目が多い場合でも請求項目が表示されるように対応します。
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２０２１年４月

改正対応 2021年8月提供分から適用の負担限度額改定に伴うマスター移行ツールの更新8-０4

1． 『入力シートを表示』ボタンをクリックし出力されるエクセルファイルへの対応

対象サービス

介護福祉施設サービス
介護保健施設サービス
介護療養施設サービス
地域密着型介護特養
短期入所系

7月バージョンアップで利用者負担限度額の
第3段階を第3段階①と第3段階②へ
変更したことに伴い、
マスター移行ツール『⑤請求情報登録』への更新
対応を行います。

補足給付の段階から『第３段階』を除外し、『第３段階①』『第３段階②』を追加し
ます。

２． 『ファイル読込み』への対応 ３． 『ファイル読込み』されたデータの編集への対応

自作など入力制限がされていないエクセルシートから
『ファイル読込み』を行った時、補足給付の段階に入力
されたテキストについてエラー判定を行うよう対応します。

編集ボタンをクリックして開く請求情報編集画面の利用者負担段階の
ドロップダウンリストから『第３段階』を除外し、
『第３段階①』『第３段階②』を追加します。

第１段階
第２段階
第３段階①
第３段階②
第４段階

※令和3年7月31日までの補足給付を取り込む場合、第3段階は『第３段階①』を選択します。
※令和3年7月31日までの補足給付を取り込む場合で『第３段階②』を選択した場合はエラー判定を行います。

バージョンアップ後
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２０２１年４月

改正対応 LIFE関連帳票間での転記ルールの修正8-０5

LIFE関連の帳票において、転記ルールの設定の見直しを実施しました。
転記ルールの一部に不備を確認しております。大変申し訳ございません。
今回のバージョンアップにて転記ルールの一部追加・削除設定及び不備の修正を実施いたします。
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２０２１年４月

改正対応 LIFE関連帳票間での転記ルールの修正8-０5

帳票編集画面で
「記録データ取込」をクリック 「転記ルール」は

こちらで確認
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２０２１年４月

改正対応 帳票の修正8-06

LIFE関連の帳票含め
いくつかの帳票で不備が見つかりました。
大変申し訳ございません。
今回のバージョンアップにて
帳票の不備を修正させていただきます。

今回のバージョンアップにて修正される帳票

P10

P11

P11

P12

BarthelIndex(バーセルインデックス)

「事業対象者」が
選択できるよう修正

「集計・分析」メニューで集計できるよう
設定を追加

【修正内容】

■介護度
「事業対象者」が選択できるよう、選択項目を修正します。

■評価日、対象
2021年4月の制度改正で追加となった項目について
「集計・分析」メニューで集計できるように設定を追加・調整します。

BarthelIndex分析
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２０２１年４月

改正対応 帳票の修正8-06

ADL維持等加算

「事業対象者」が
選択できるよう修正

【修正内容】

■介護度
「事業対象者」が選択できるよう、選択項目を修正します。

口腔衛生管理加算 様式(実施計画)

表題に「（実施計画）」の
文言を追加

項目名を修正

【修正内容】

■表題
厚労省の指定様式に合わせ、表題に「（実施計画）」の文言を追加します。

■食形態等
厚労省の指定様式に合わせ、「食形態」→「食形態等」に修正します。
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２０２１年４月

改正対応 帳票の修正8-06

ライフサポートプラン②

【修正内容】

■「更新日」「モニタリング実施日」「確認日」のデータリンク解除

「更新日」「モニタリング実施日」「確認日」にそれぞれ設定されている
データリンク：システム日付 を解除します。

※帳票を複写したときに、データリンク機能で自動上書き更新され
最新の日付へと変更されてしまう動作を防止します。

「更新日」の
データリンクを解除

「モニタリング実施日」の
データリンクを解除

「確認日」の
データリンクを解除
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２０２１年４月

改正対応

この変更に伴い、CAREKARTE／ちょうじゅの食事量・記録タイトル
の変更を行うよう検討・準備を進めております

主食

副食

主食

主菜

副菜

CAREKARTE／ちょうじゅの食事量・記録タイトルの内容

今回の改正で示された栄養マネジメント関連帳票の内容

（この変更に伴う影響範囲）

「副食」ではなく「主菜」「副菜」になっている

※副食を「主菜」「副菜」に変更した場合のiPad画面イメージ

・各種グラフの変更
・各種一覧表の変更
・集計設定の変更 等々

翌月以降の対応を予定しております。対応時期や内容の詳細が
決まり次第アナウンスさせていただきます。
対応につきましては、大変申し訳ございませんが
今しばらくお待ちいただきますようお願いします。
また、ご希望のユーザー様のみ「主菜」「副菜」への変更対応が
できるよう機能追加の調整を進めております。

食事量の記録タイトル「副食」を「主菜」「副菜」に変更する9-01
翌月以降に
対応予定
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２０２１年４月

改正対応 8-07 療養費請求書＞指定訪問看護事業者氏名欄の拡張対応（兵庫県以外）

対象サービス

バージョンアップ前

「指定訪問看護事業者氏名」欄に登録されている名称が療養費
請求書の各様式に最大「全角32文字」まで表示されるよう対応
します。
※兵庫県様式は2021年6月バージョンアップで対応済みです。

医療訪問看護

バージョンアップ後

訪問看護＞設定＞請求書＞「指定訪問看護事業者氏名」

設定箇所では全角3２文字入力できるようになって
おりますが、総括表/請求書には全角14～21文字
までしか表示されていませんでした。

（例：静岡様式＞様式第二）

全角14文字までしか表示されません。 折り返して全角3２文字表示されます。



以下の加算を取り扱うサービス

・令和3年9月30日までの上乗せ加算
・同一建物減算
・特別地域加算
・特定事業所加算
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２０２１年４月

改正対応 「％」で計算される加算の月途中保険者変更の計算に対応8-08

対象サービス

左記の加算について、月途中で保険者の変更があった場合
の計算に対応できておりませんでした。
大変申し訳ございません。

バージョンアップ前

令和3年9月30日までの上乗せ加算の場合

保険者A

保険者B

システムでは
402 × 4（その月全体の利用日数） × 0.001 ＝ 1.604

⇒端数処理後の 「2」 が算定されているが、

402 × 2（保険者Aの保険期間の利用日数）× 0.001 ＝0.804
⇒端数処理後の 「1」 が正しい

▼月の途中で保険者に変更があり、それぞれの保険者の保険期間に
2回ずつ利用がある場合の提供明細 （例：居宅介護）

バージョンアップ後

以下のように計算方法を修正します。

加算名 計算方法

令和3年9月30日
までの上乗せ加算

保険期間内の
基本サービスを元に算出

同一建物減算
保険期間内の
基本サービス＋上乗せ加算
を元に算出

特別地域加算

保険期間内の
基本サービス＋上乗せ加算＋同一建物減算
＋身体拘束廃止未実施減算
を元に算出

特定事業所加算

保険期間内の
基本サービス＋上乗せ加算＋同一建物減算
＋身体拘束廃止未実施減算
を元に算出


